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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第59期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

４. 平均臨時雇用者数は、１日８時間勤務換算による月平均人数を記載しております。 

なお、従来、月200時間勤務として換算しておりましたが、地方税の従業員数の算出方法に準じ、第59期中

より月170時間として換算しております。これにより、第59期中の平均臨時雇用者数は、403人増加してお

ります。 

５．主要な経営指標等のうち、従来、千円単位で記載しておりました項目については、第59期中から百万円単

位で記載することに変更しております。なお、比較を容易にするため、過去の推移についても百万円単位

に組み替え表示しております。  

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 21,109 22,284 22,751 46,333 47,984 

経常利益（百万円） 607 629 61 3,500 3,209 

中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△）（百万円） 
200 259 △302 1,617 1,620 

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円） 
－ － － － － 

資本金（百万円） 8,700 9,455 9,818 9,059 9,753 

発行済株式総数（株） 24,194,855 25,151,710 25,612,064 24,649,501 25,529,634 

純資産額（百万円） 28,227 30,735 31,766 30,122 32,401 

総資産額（百万円） 37,918 39,291 39,381 40,631 41,458 

１株当たり純資産額（円） 1,170.71 1,226.35 1,244.85 1,224.89 1,273.68 

１株当たり中間（当期）純利益金額又

は１株当たり中間純損失（△）(円） 
8.71 10.48 △11.86 66.87 64.94 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額（円） 
7.79 10.03 － 61.14 62.59 

１株当たり配当額(円) 11.00 13.00 13.00 26.00 26.00 

自己資本比率（％） 74.4 78.2 80.7 74.1 78.2 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△2 △160 △965 3,595 3,334 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△1,825 △2,387 △2,018 △2,566 △3,966 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△292 △589 △342 △376 △900 

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（百万円） 
10,027 9,662 7,941 12,800 11,268 

従業員数（人） 

（外、平均臨時雇用者数） 

1,194 

(2,867)

1,267 

(3,050)

1,279 

(3,616)

1,197 

(3,013)

1,261 

(3,144)



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当社は、関係会社がないため、該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員（１日８時間勤務換算による月平均

人数）を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に、特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

部門別 
従業員数（人） 

  

木曽路 891 (2,600) 

素材屋   179 (688) 

じゃんじゃん亭 33 (136) 

とりかく 23 (91) 

管理本部等 153 (101) 

合計 1,279 (3,616) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間期におけるわが国経済は、大企業を中心に輸出や設備投資が堅調に推移し、企業の生産活動は緩やかな上昇

基調を維持しました。一方、国民生活面では、給与の伸び悩みや公的負担の増加を背景に生活防衛心理が強まり、消

費支出は横這い基調で推移しました。 

 外食業界では、店舗数が緩やかながら増加し、激しい業界競争が続きました。既存店の売上高は、ファーストフー

ド業態が大幅な増加に転じたものの、ファミリーレストランやパブ・居酒屋、ディナーレストラン等の業態は総じて

減収傾向にありました。 

 このような環境の中で、当社は、新事業の開発に取り組み、和食新業態として６月に「鈴のれん」を、またイタリ

ア料理新業態として８月に「ピッコロ・ステラ」を開業しました。店舗につきましては、新業態を含めて６店舗の新

規出店(前年同期４店舗）、１店舗の撤退(前年同期２店舗)、８店舗の改築・改装・業態変更(前年同期７店舗)を実

施し、当中間期末の店舗数は189店舗(うち２店舗が改築・改装中)となりました。 

 営業面では、メニューの一層の充実に取り組むとともに、予約客の獲得に向けて販促活動を強化しました。しか

し、労働需給の逼迫化の影響で要員の確保が難航したことによる売上機会の逸失や、当中間期より新たにポイント引

当金を計上し、将来利用の見込まれる額を売上控除したこともあり、売上高は当初計画を下回りましたが、新設店効

果により前年同期比2.1％増加の227億51百万円となりました。 

 経費面では、労働需給の逼迫化や資源・資材価格の高騰及び情報システム投資や衛生管理強化等の影響で経費が増

加したほか、減価償却制度の税制改正に伴って減価償却費が増加しました。その結果、営業利益は８百万円 (前年同

期比98.5％減少)、経常利益は61百万円（同90.2％減少）となりました。  

 特別損益では、役員退職慰労金１億76百万円、店舗の改築・改装や修繕に伴う除却損１億57百万円、減損損失50百

万円、過年度分のポイント引当金36百万円など、合計４億21百万円の特別損失を計上しました。 

 以上の結果、中間純損失は、３億２百万円(前年同期２億59百万円の純利益)となりました。 

  

  部門別の概況は次のとおりであります。 

木曽路部門 

 しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路部門は、東海地区へ２店舗、関東地区へ２店舗、計４店舗の新規出店、４店舗の

改築・改装により当中間期末店舗数は109店舗（うち２店舗は改築中、前年同期比７店舗増加）となりました。 

 営業面では、お客様のニーズにお応えして中核商品であるしゃぶしゃぶ料理において季節感とお値打感とに富んだ

メニューを相次いで開発・提供いたしました。また、かに、イセエビ、あわび、松茸等高級食材を利用して一品料理

の充実を図りました。 

以上の結果、売上高は169億73百万円（前年同期比6.1％増加）となりました。 

  

素材屋部門 

 居酒屋・和食レストランの素材屋部門は、新規出店はなく、１店舗の退店（じゃんじゃん亭に業態変更）、２店舗

の改装により当中間期末店舗数は53店舗（前年同期比５店舗減少）となりました。 

 営業面では、厳しい競争環境の中で店内体制の整備・強化に努め、また、旬・産地・健康・手作り感をテーマとし

た新メニューの開発・提供に取組みました。しかし、店舗数の減少に加えて、飲酒運転罰則強化の影響や輸入食材の

安全性問題の風評被害等もあって業績は伸び悩み、売上高は41億81百万円（同11.6％減少）となりました。  

  

じゃんじゃん亭部門 

 焼肉のじゃんじゃん亭部門は、１店舗の出店（素材屋からの業態変更）、１店舗の撤退、１店舗の改装により、当

中間期末店舗数は13店舗となりました。 

 営業面では、和牛・国産牛焼肉のお値打ち販売や家族客向けメニューの充実等により、来店客数の確保に努めまし

た。しかし、飲酒運転罰則強化の影響を補うことができず、売上高は７億97百万円（同4.2％減少）となりました。 

  

とりかく部門 

 鶏料理のとりかく部門は、店舗異動なく、当中間期末店舗数は11店舗であります。 

 営業面では、宴会需要の開拓や女性客向けメニューの充実、良質の食材の確保、人材の育成などに注力し、業態確

立に努めました。この結果、売上高は６億円（同0.3％増加）となりました。 

 

  

その他部門 



 その他部門は、イタリア料理店２店舗、日本料理店「鈴のれん」１店舗、外販（しぐれ煮、胡麻だれ類）、不動産

賃貸等であります。 

 営業面では、当中間期に開業したイタリア料理店「ピッコロ・ステラ」と日本料理店「鈴のれん」が加わった結

果、売上高は１億99百万円（同69.1％増加）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当中間期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失は3億

51百万万円（前年同期比９億32百万円減少）、減価償却費が７億58百万円（同１億71百万円増加）、法人税等の支払

いは11億12百万円（同１億73百万円減少）となりました。この結果、全体では９億65百万円の資金流出（同８億４百

万円の流出増加）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、出店等に伴う固定資産取得や有価証券投資を中心に、全体では20億18百万

円の資金流出（同３億68百万円の流出減少）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払い３億30百万円を主体に、全体では３億42百万円の資金流出

（同２億47百万円の流出減少）となりました。 

 以上の結果、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比33億27百万円減少して、79億41百万円と

なりました。 



２【販売及び仕入の状況】 

(1）販売実績 

① 部門別販売実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

② 地域別販売実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門別 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（百万円）  

木曽路 16,973 106.1 

素材屋 4,181 88.4 

じゃんじゃん亭 797 95.8 

とりかく 600 100.3 

その他 199 169.1 

合計 22,751 102.1 

地域別 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 前年同期比（％） 

 金額（百万円） 

愛知県 6,616 101.1 

岐阜県 421 107.9 

三重県 534 92.1 

静岡県 237 95.3 

東京都 6,497 100.0 

神奈川県 1,355 108.2 

埼玉県 1,198 96.9 

千葉県 645 104.9 

茨城県 148 － 

奈良県 232 102.6 

和歌山県 155 － 

京都府 111 98.6 

大阪府 2,736 95.2 

兵庫県 1,366 101.0 

福岡県 492 140.5 

合計 22,751 102.1 



(2）仕入実績 

 （注） 1. 店頭商品とは玩具・菓子類及び胡麻だれ等であります。 

     2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 会社の経営環境は、企業間競争の激化や食品安全性問題の発生等により一段と厳しさを増しています。この厳しい

環境の中で、当社は成長性と収益性の持続を目標として掲げ、次のような課題に取組んでいきます。 

 第一は、「食の安全・安心」の追求であります。常に品質管理・衛生安全の体制を整備し、基本理念である「お値

打感」を堅持して、料理やサービスの内容充実に取り組み、それらを通じて顧客の増加と営業基盤の拡充を図る方針

です。 

 第二は、収益力の強化であります。高い収益性が期待できる分野への新規出店を積極的に進めること、一方、低採

算・低収益の店舗の整理を果断に実施することを通じて、経営の効率性を高め、収益力を強化する方針です。 

 第三は、課題の推進を担う人材の確保・育成であります。ホスピタリティの一層の向上を目指して、職場における

教育訓練の体制整備やコミュニケーションの改善に取り組むとともに、良質の人材の採用と定着に努める方針です。

  

４【経営上の重要な契約等】 

    当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

    特記すべき事項はありません。 

項目別 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（百万円）  

原材料    

肉類 1,552 103.4 

野菜類 834 110.7 

魚介類 1,579 108.2 

調理済加工食品 904 99.1 

飲料 1,103 95.7 

米・パン類 237 96.9 

乳製品 95 108.0 

その他 316 101.2 

小計 6,624 103.1 

商品    

店頭商品 69 118.1 

合計 6,694 103.2 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

  当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

なお、当社の平成19年９月30日現在の営業店舗数は新設店６店舗、退店１店舗により189店舗であります。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）当中間会計期間において、当事業年度の設備投資計画について当初の概算額から具体的に計画があるものに絞

込みを行い、31億24百万円に変更しております（当初48億17百万円）。また、新たに確定した計画はありませ

ん。 

（2）前事業年度末において、進行中及び具体的な計画があった設備の新設、改築・改装等のうち、当中間会計期間

中に完成したものは次のとおりであります。 

 

 （注）１．上記の金額には、店舗賃借のための保証金を含んでおります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

設備の内容 
投資額 

（百万円） 
完成年月 

増加能力 

(増加客席数) 

（席） 区分 部門名 地区 店舗数 

 新設店舗 

  

木曽路 関東  2 469 平成19年４月～６月 320 

木曽路 東海  2 439  平成19年７月 302 

  その他  東海  2 240  平成19年６月 208 

 既存店の改築・改装等  － 6 561 平成19年４月～９月 － 

 その他（工場、情報等）  － － 48 平成19年４月～９月 － 

合計 1,759     



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商

法の規定に基づき発行された新株予約権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれてお

りません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

   旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

    第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成16年７月12日取締役会決議） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 60,000,000 

計 60,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株） 

（平成19年９月30日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成19年11月30日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 25,612,064 25,612,064 

東京証券取引所 

名古屋証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 25,612,064 25,612,064 － － 

 
中間会計期間末現在 
(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年10月31日) 

新株予約権付社債の残高（百万円） 603 同 左  

新株予約権の数（個） 603 同 左  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）        －        －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 382,371 同 左  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,577  同 左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日 

至 平成23年９月29日 

 同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場 

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,577 

資本組入額  789 

 同 左 

新株予約権の行使の条件 当社が本社債につき期限の利益を喪失した

場合には、以後本新株予約権を行使するこ

とはできないものとする。また、本新株予

約権の一部について行使請求することはで

きないものとする。 

 同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本

社債の社債部分と本新株予約権のうち一方

のみを譲渡することはできないものとす

る。 

 同 左 

代用払込みに関する事項        －        －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

       －        －  



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。 

  

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成19年４月１日～  

 平成19年９月30日
82 25,612 65 9,818 64 9,634 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社エム．アンド．ケー 名古屋市昭和区鶴舞四丁目８番16号 1,848 7.21 

松原 正行 名古屋市昭和区 1,209 4.72 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,028 4.01 

木曽路共栄会 名古屋市昭和区白金三丁目18番13号 970 3.78 

松原 秀樹 名古屋市昭和区 826 3.22 

吉江 則子 名古屋市天白区 667 2.60 

木野 ひとみ 東京都大田区 559 2.18 

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目10番１号 352 1.37 

サントリー株式会社 大阪市北区堂島浜二丁目１番40号 352 1.37 

アサヒビール株式会社 東京都中央区京橋三丁目７番１号 346 1.35 

計 － 8,161 31.86 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

  

   前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   93,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,434,800 254,348 － 

単元未満株式 普通株式   83,764 － － 

発行済株式総数 25,612,064 － － 

総株主の議決権 － 254,348 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社木曽路 
名古屋市昭和区白金

三丁目18番13号 
93,500 － 93,500 0.36 

計 － 93,500 － 93,500 0.36 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 2,130 2,145 2,160 2,145 2,150 2,175 

最低（円） 2,060 2,055 2,060 2,060 2,055 2,095 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基

づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

（２）当社の中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、当中

間会計期間から百万円単位で記載することに変更しました。 

 なお、比較を容易にするため、前中間会計期間についても百万円単位に組み替え表示しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けてお

ります。 

３．中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

 １．現金及び預金   9,662     7,941     11,268    

 ２．売掛金   730     801     840    

 ３．たな卸資産   515     496     358    

 ４．繰延税金資産   368     666     414    

 ５．その他   633     621     531    

   貸倒引当金   △0     △2     △2    

流動資産合計     11,909 30.3   10,524 26.7   13,411 32.4 

Ⅱ 固定資産                    

 １．有形固定資産 ※1                  

(1) 建物   8,308     9,577     9,081    

(2) 土地   5,637     5,637     5,637    

(3) 建設仮勘定   357     489     164    

(4) その他   1,586     1,928     1,627    

有形固定資産合計   15,889     17,632     16,511    

 ２．無形固定資産   787     721     893    

 ３．投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   1,744     1,737     1,590    

(2) 保証金 ※2 7,560     7,323     7,477    

(3) 繰延税金資産   609     674     797    

(4) その他   792     768     781    

    貸倒引当金   △5     △2     △5    

投資その他の資産合計   10,701     10,502     10,642    

固定資産合計     27,378 69.7   28,857 73.3   28,046 67.6 

 Ⅲ 繰延資産     3 0.0   － －   － － 

資産合計     39,291 100.0   39,381 100.0   41,458 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

 １．買掛金   1,113     1,209     1,230    

 ２．短期借入金   920     950     950    

 ３．１年以内返済予定の 
長期借入金   17     －     5    

 ４．未払金   217     160     151    

 ５．未払費用   1,633     1,887     1,740    

 ６．未払法人税等   369     124     1,195    

 ７．未払事業所税   35     －     58    

 ８．未払消費税等  ※3 83     －     160    

 ９．賞与引当金   672     700     624    

 10．役員賞与引当金    13     15     34    

 11．ポイント引当金    －     65     －    

 12．その他  ※3 295     367     233    

流動負債合計     5,373 13.7   5,480 13.9   6,385 15.4 

Ⅱ 固定負債                    

 １．新株予約権付社債   1,329     603     733    

 ２．退職給付引当金   1,080     1,169     1,146    

 ３．役員退職引当金   740     329     759    

 ４．その他   33     33     33    

固定負債合計     3,182 8.1   2,135 5.4   2,671 6.4 

負債合計     8,556 21.8   7,615 19.3   9,057 21.8 

                     
（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     9,455 24.0   9,818 24.9   9,753 23.5 

２．資本剰余金                     

(1）資本準備金   9,272     9,634     9,569     

(2）その他資本剰余金   0     0     0     

資本剰余金合計     9,272 23.6   9,635 24.5   9,570 23.1 

３．利益剰余金                     

(1）利益準備金   392     392     392     

(2）その他利益剰余金                     

固定資産圧縮 
積立金 

  71     65     67     

別途積立金   10,200     11,200     10,200     

繰越利益剰余金   1,245     655     2,285     

利益剰余金合計     11,910 30.3   12,312 31.3   12,945 31.2 

４．自己株式     △128 △0.3   △137 △0.4   △131 △0.3 

株主資本合計     30,509 77.6   31,629 80.3   32,138 77.5 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

その他有価証券 
評価差額金 

    225 0.6   137 0.4   263 0.7 

評価・換算差額等合計     225 0.6   137 0.4   263 0.7 

純資産合計     30,735 78.2   31,766 80.7   32,401 78.2 

負債純資産合計     39,291 100.0   39,381 100.0   41,458 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     22,284 100.0   22,751 100.0   47,984 100.0 

Ⅱ 売上原価     6,946 31.2   7,090 31.2   14,706 30.6 

売上総利益     15,338 68.8   15,661 68.8   33,278 69.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     14,748 66.2   15,652 68.8   30,154 62.9 

営業利益     589 2.6   8 0.0   3,124 6.5 

Ⅳ 営業外収益 ※1   50 0.2   60 0.3   108 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※2   11 0.0   7 0.0   23 0.0 

経常利益     629 2.8   61 0.3   3,209 6.7 

Ⅵ 特別利益 ※3   111 0.5   8 0.0   172 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※4,5   159 0.7   421 1.8   364 0.8 

税引前中間(当期)純利益又
は税引前中間純損失(△)     580 2.6   △351 △1.5   3,017 6.3 

法人税、住民税及び事業税   302     58     1,421    

法人税等調整額   18 321 1.4 △107 △49 △0.2 △24 1,397 2.9 

中間（当期）純利益又は中
間純損失(△)     259 1.2   △302 △1.3   1,620 3.4 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 

         株主資本    

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他 

資本剰余金
利益準備
金 

その他利益剰余金 

固定資産 
圧縮積立金

別途 
積立金  

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
 （百万円） 

9,059 8,876 0 392 77 9,200 2,386 △122 29,868 

中間会計期間中の変動額                  

新株の発行 396 395             792 

利益処分による 
固定資産圧縮積立金取崩 

        △5   5   － 

利益処分による 
別途積立金積立 

          1,000 △1,000   － 

利益処分による配当             △368   △368 

利益処分による役員賞与             △35   △35 

中間純利益             259   259 

自己株式の取得               △5 △5 

自己株式の処分     0         0 0 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

                  

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

396 395 0 － △5 1,000 △1,140 △5 641 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

9,455 9,272 0 392 71 10,200 1,245 △128 30,509 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

253 30,122 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   792 

利益処分による 
固定資産圧縮積立金取崩 

  － 

利益処分による 
別途積立金積立 

  － 

利益処分による配当   △368 

利益処分による役員賞与   △35 

中間純利益   259 

自己株式の取得    △5 

自己株式の処分   0 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

△28 △28 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△28 612 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

225 30,735 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 

         株主資本    

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他 

資本剰余金
利益準備
金 

その他利益剰余金 

固定資産 
圧縮積立金

別途 
積立金  

繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高 
 （百万円） 

9,753 9,569 0 392 67 10,200 2,285 △131 32,138 

中間会計期間中の変動額                  

新株の発行 65 64             130 

固定資産圧縮積立金取崩         △2   2   － 

別途積立金積立           1,000 △1,000   － 

剰余金の配当             △330   △330 

中間純損失             △302   △302 

自己株式の取得               △6 △6 

自己株式の処分     0         0 0 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

                  

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

65 64 0 － △2 1,000 △1,630 △6 △509 

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

9,818 9,634 0 392 65 11,200 655 △137 31,629 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

263 32,401 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   130 

固定資産圧縮積立金取崩   － 

別途積立金積立   － 

剰余金の配当   △330 

中間純損失   △302 

自己株式の取得    △6 

自己株式の処分   0 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

△125 △125 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△125 △634 

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

137 31,766 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

         株主資本    

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他 

資本剰余金
利益準備
金 

その他利益剰余金 

固定資産 
圧縮積立金

別途 
積立金  

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
 （百万円） 

9,059 8,876 0 392 77 9,200 2,386 △122 29,868 

事業年度中の変動額                  

新株の発行 694 693             1,388 

利益処分による 
固定資産圧縮積立金取崩 

        △5   5   － 

固定資産圧縮積立金取崩         △4   4   － 

利益処分による 
別途積立金積立 

          1,000 △1,000   － 

利益処分による配当             △368   △368 

剰余金の配当             △325   △325 

利益処分による役員賞与             △35   △35 

当期純利益             1,620   1,620 

自己株式の取得               △9 △9 

自己株式の処分     0         0 0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                  

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

694 693 0 － △9 1,000 △100 △8 2,269 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

9,753 9,569 0 392 67 10,200 2,285 △131 32,138 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

253 30,122 

事業年度中の変動額    

新株の発行   1,388 

利益処分による 
固定資産圧縮積立金取崩 

  － 

固定資産圧縮積立金取崩   － 

利益処分による 
別途積立金積立 

  － 

利益処分による配当   △368 

剰余金の配当   △325 

利益処分による役員賞与   △35 

当期純利益   1,620 

自己株式の取得    △9 

自己株式の処分   0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

9 9 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

9 2,278 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

263 32,401 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

税引前中間(当期)純利益又は税引前
中間純損失(△)   580 △351 3,017 

減価償却費   587 758 1,261 

減損損失    18 50 56 

賞与引当金の増加額   78 75 31 

役員賞与引当金の増加額  
（△減少額）   13 △19 34 

退職給付引当金の増加額   59 23 125 

役員退職引当金の増加額 
（△減少額）   17 △430 36 

ポイント引当金の増加額    － 65 － 

貸倒引当金の増加額（△減少額）   △0 △0 0 

受取利息及び配当金   △20 △24 △42 

支払利息   5 6 12 

社債発行費償却   3 － 7 

固定資産売却損益（△益）   0 △1 △0 

固定資産除却損    140 157 251 

店舗立退補償金収入   △110 － △171 

店舗撤退違約金   － － 36 

会員権評価損   － － 6 

売上債権の減少額 (△増加額)   △31 39 △141 

たな卸資産の減少額(△増加額)   △2 △137 153 

その他資産の減少額(△増加額)   △99 △92 △32 

仕入債務の増加額 (△減少額)   △92 △21 24 

未払事業所税の増加額(△減少額)   △27 － △4 

未払消費税等の増加額(△減少額)   △147 － △71 

その他流動負債の増加額(△減少額)   172 29 251 

役員賞与の支払額   △35 － △35 

小計   1,110 129 4,808 

利息及び配当金の受取額   20 24 43 

利息の支払額   △5 △6 △11 

店舗立退補償金の受取額   － － 94 

店舗撤退による支払額    － － △9 

法人税等の支払額   △1,286 △1,112 △1,590 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △160 △965 3,334 

 



   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

投資有価証券の取得による支出    △688 △294 △688 

有形固定資産の取得による支出   △1,263 △1,813 △2,643 

有形固定資産の除却による支出   △25 △35 △87 

有形固定資産の売却による収入   8 3 8 

無形固定資産の取得による支出   △486 △41 △681 

長期前払費用の取得による支出   △2 － △2 

会員権の売却による収入    － 3 － 

貸付金の回収による収入   4 4 9 

差入保証金の差入れによる支出   △119 △48 △284 

差入保証金の回収による収入   185 202 403 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,387 △2,018 △3,966 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

短期借入れによる収入   650 400 780 

短期借入金の返済による支出   △860 △400 △960 

長期借入金の返済による支出   △5 △5 △17 

自己株式の取得による支出   △5 △6 △9 

自己株式の売却による収入   0 0 0 

配当金の支払額   △368 △330 △694 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △589 △342 △900 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額）   △3,138 △3,327 △1,532 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   12,800 11,268 12,800 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高 

※1 9,662 7,941 11,268 

         



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平均

法により算定） 

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

      同左 

  

  

  

時価のないもの 

       同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均法に

より算定） 

時価のないもの 

       同左 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品及び原材料 

総平均法による原価法 

商品 

先入先出法による低価法 

貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物      3～50年 

構築物    10～30年 

器具及び備品  2～20年 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しておりま

す。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物      3～50年 

構築物    10～30年 

器具及び備品  2～20年 

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ20百万円減少しており、税引前中間純

損失が20百万円増加しております。 

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ７百万円減少し、税引前中間純損失が

７百万円増加しております。       

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物      3～50年 

構築物    10～30年 

器具及び備品  2～20年 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ３．繰延資産の処理方法  ３．     ──────  ３．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

３年間で均等償却しております。 

  社債発行費 

３年間で均等償却しております。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当中間会計期

間に対応する額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当事業年度に

対応する額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当事

業年度における支給見込額のうち当

中間会計期間に対応する額を計上し

ております。 

(3）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う分を計上し

ております。 

(3）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき、

当事業年度に見合う分を計上してお

ります。 

(4）     ────── (4）ポイント引当金 

顧客へ付与したポイントの利用に備

えるため、当中間会計期間末におい

て将来利用されると見込まれる額を

計上しております。  

（追加情報） 

当社は、販売促進を目的とするパートナー

シップカード制度を導入しており、従来

は、ポイントの利用時に売上値引として処

理しておりましたが、適用地域の拡大、定

着に伴い、当中間会計期間より顧客へ付与

したポイントの利用に備えるため、当中間

会計期間末において将来利用されると見込

まれる額をポイント引当金として計上する

ことに致しました。これにより、従来の方

法によった場合と比較して、売上高、営業

利益及び経常利益はそれぞれ28百万円減少

しております。また税引前中間純損失は、

特別損失に計上しました過年度ポイント引

当を加え、65百万円増加しております。 

(4）     ────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。 

また、過去勤務債務は発生年度に全 

額を損益処理しております。数理計

算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度より費用処理するこ

ととしております。 

(5）退職給付引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

また、過去勤務債務は、発生年度に

全額を費用処理することとしており

ます。数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年度より費

用処理することとしております。当

社は、複数事業主（外食産業等）に

より設立された企業年金制度（総合

設立型厚生年金基金）に加入してお

ります。当該企業年金制度における

当社の年金資産は3,976百万円であり

ます。 

(6）役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく中間会計期間末要

支給額を計上しております。 

(6）役員退職引当金 

同左 

(6）役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく事業年度末要支給

額を計上しております。 

５．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に準じた会計処理によってお

ります。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

６．中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金 

の範囲 

同左 

７．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

７．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

７．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 1.貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

  会計基準 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第8号 平成17年12月9日）を適用しており

ます。従来の資本の部の合計に相当する金

額は30,735百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。  

 1.     ──────          1.貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

  会計基準 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用しておりま

す。従来の資本の部の合計に相当する金額

は 32,401百万円であります。 

 2.役員賞与に関する会計基準 

当中間会計期間より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第4号 平成17年

11月29日）を適用しております。これによ

り営業利益、経常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ13百万円減少しておりま

す。  

 2.     ──────        2.役員賞与に関する会計基準 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第4号 平成17年11月

29日）を適用しております。これにより営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ34百万円減少しております。  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月1日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

────── 

  

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで区分掲記していた「未払事業所税」（当中間会

計期間末の残高は31百万円）及び「未払消費税等」（当中間会計期

間末の残高は74百万円）は、金額的に重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示することとしました。 

────── 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払事業所税の増加額（△

減少額）」及び「未払消費税等の増加額（△減少額）」は、金額的

に重要性が乏しいため、「その他流動負債の増加額（△減少額）」

に含めて表示することとしました。 

 なお、当中間会計期間の、「その他流動負債の増加額（△減少

額）」に含まれている「未払事業所税の増加額(△減少額)」は△27

百万円、「未払消費税等の増加額(△減少額)」は△85百万円であり

ます。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    12,750 百万円     13,057 百万円     12,953 百万円

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

保証金 10 百万円 保証金 10 百万円 保証金 10 百万円

上記を前払式証票の規制等に関する法

律に基づき供託しております。 

同左 同左 

※３ 未払消費税等 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、流動負債に未払消費税等として表

示しております。 

※３ 未払消費税等 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、流動負債のその他に含めて表示し

ております。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 13百万円

開店協賛金 18 
受取手数料 10 

受取利息 15百万円

開店協賛金 25 
受取手数料 8 

受取利息 28百万円

開店協賛金 42 
受取手数料 19 

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 5百万円

社債発行費償却 3 
     

支払利息 6百万円

     
支払利息 12百万円

社債発行費償却 7 
     

※３ 特別利益の主要項目 ※３      ────── ※３ 特別利益の主要項目 

店舗立退補償金収入 110百万円

     
      

     
店舗立退補償金収入 171百万円

     

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 140百万円

 内訳 建物 100 
    その他 14 
    取壊費用 25 
減損損失 18 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 157百万円

 内訳 建物 100 
    その他 21 
    取壊費用 35 
減損損失 50 
役員退職慰労金  176 
過年度ポイント 

引当金繰入額 
36 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 251百万円

 内訳 建物 125 
    その他 38 
    取壊費用 87 
減損損失 56 
店舗撤退違約金  36 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５ 減損損失 ※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、各店舗及び賃

貸物件を基本単位としてグルーピン

グしております。店舗につきまして

は、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスである資産グループに

ついて減損を認識し、各々の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(18百万円)として

計上いたしました。  

・減損損失の内訳は次のとおりであります。 

・科目別内訳は以下のとおりであります。 

    なお、資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを３.９％で割

り引いて算定しております。 

  

地域 用途 種類 
減損損失 
(百万円)  

埼玉県  営業店１店舗   建物等 18 

科目 
金額 

（百万円）  

建 物  17 

その他 1 

合 計 18 

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、各店舗を基本

単位とし、また、賃貸資産及び遊休

資産については物件単位毎にグルー

ピングしております。 

当中間会計期間におきましては、営

業活動から生ずる損益が継続してマ

イナス、あるいは、収益力の低下に

より投資額の回収が見込めない店舗

について減損を認識し、各々の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失(50百万円)とし

て計上いたしました。  

・減損損失の内訳は次のとおりであります。 

・科目別内訳は次のとおりであります。 

    なお、資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており

ますが、当該物件については売却不

能と判断し、0円で評価しておりま

す。 

地域 用途 種類 
減損損失
(百万円) 

愛知県  営業店１店舗   建物等 27 

岐阜県  営業店１店舗   建物等 5 

兵庫県  営業店１店舗   建物等 18 

   合 計   50 

科目 
金額 

（百万円）  

建 物  41 

その他 9 

合 計 50 

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、各店舗を基本

単位とし、また、賃貸資産及び遊休

資産については物件単位毎にグルー

ピングしております。営業活動から

生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループについて減損を認識

し、各々の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

(56百万円)として計上いたしまし

た。  

・減損損失の内訳は次のとおりであります。 

・科目別内訳は次のとおりであります。 

    なお、資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており

ますが、当該物件については売却不

能と判断し、0円で評価しておりま

す。  

地域 用途 種類 
減損損失
(百万円) 

愛知県  営業店１店舗   建物等 33 

埼玉県  営業店１店舗  建物等 18 

大阪府  営業店１店舗  建物等 4 

   合 計   56 

科目 
金額 

（百万円）  

建 物  47 

その他 8 

合 計 56 

 ６      ──────  ６  当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、主力商品である「しゃぶしゃぶ」

の需要が年末年始を含めた冬季に高ま

るため、上半期の売上高と下半期の売

上高との間に著しい相違があり、上半

期と下半期の業績に季節的変動があり

ます。 

 ６      ────── 

 ７ 減価償却実施額  ７ 減価償却実施額  ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 559百万円

無形固定資産 23 
有形固定資産 678百万円

無形固定資産 76 
有形固定資産 1,204百万円

無形固定資産 47 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加502千株は、転換社債型新株予約権付社債の株式転換による新株の発行によ 

     る増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

    ３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式  (注)１ 24,649 502 － 25,151 

合計 24,649 502 － 25,151 

自己株式   (注)２、３        

普通株式 86 2 0 89 

合計 86 2 0 89 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 368 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年11月15日 

取締役会 
普通株式 325 利益剰余金 13 平成18年９月30日 平成18年12月12日



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加82千株は、転換社債型新株予約権付社債の株式転換による新株の発行によ 

     る増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

    ３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式  (注)１ 25,529 82 － 25,612 

合計 25,529 82 － 25,612 

自己株式   (注)２、３        

普通株式 90 3 0 93 

合計 90 3 0 93 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 330 13 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年10月30日 

取締役会 
普通株式 331 利益剰余金 13 平成19年９月30日 平成19年12月10日



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加880千株は、転換社債型新株予約権付社債の株式転換による新株の発行によ 

     る増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

    ３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当する事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度なるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式        

普通株式  (注)１ 24,649 880 － 25,529 

合計 24,649 880 － 25,529 

自己株式   (注)２、３        

普通株式 86 4 0 90 

合計 86 4 0 90 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 368 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月15日 

取締役会  
普通株式 325 13 平成18年９月30日 平成18年12月12日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

取締役会 
普通株式 330 利益剰余金 13 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

(平成18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金 9,662 百万円 

現金及び現金同等物 9,662   

現金及び預金 7,941 百万円 

現金及び現金同等物 7,941   

現金及び預金 11,268 百万円 

現金及び現金同等物 11,268   

 ２．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による資本金増加額  

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額  

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額  

396 百万円 

395 百万円 

792 百万円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による資本金増加額 

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額  

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額  

65 百万円 

64 百万円 

130 百万円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による資本金増加額 

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額  

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額  

694 百万円 

693 百万円 

1,388 百万円 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

(その他) 
車両運搬
具 

540 176 364 

(その他) 
器具及び 
備品 

315 156 158 

合計 856 333 522 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

(その他) 
車両運搬
具 

710 248 461 

(その他) 
器具及び 
備品 

250 109 140 

合計 960 358 602 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

(その他) 
車両運搬
具 

684 214 469 

(その他) 
器具及び 
備品 

278 128 149 

合計 962 343 619 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）      同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 115百万円 

 １年超 407百万円 

 合計 522百万円 

 １年内 127百万円 

 １年超 475百万円 

 合計 602百万円 

 １年内 125百万円 

 １年超 493百万円 

 合計 619百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）      同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 61百万円 

 減価償却費相当額 61百万円 

 支払リース料 67百万円 

 減価償却費相当額 67百万円 

 支払リース料 129百万円 

 減価償却費相当額 129百万円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

  

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

（減損損失について） 

         同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

（減損損失について） 

         同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上50％以下 

    下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。 

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上50％以下 

    下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 866 1,294 427 

債券 299 250 △49 

その他 199 199 0 

合計 1,365 1,743 378 

 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

（その他有価証券）  

非上場株式 0 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 1,116 1,243 127 

債券 299 249 △49 

その他 199 198 △0 

合計 1,614 1,692 77 

 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

（その他有価証券）  

非上場株式 45 



前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上50％以下 

    下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

当社は、前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、デリバティブ取引を行ってお

りませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、該当事項はありません。  

（持分法損益等） 

当社は、前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、関連会社がありませんので該

当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 866 1,139 272 

債券 299 251 △47 

その他 199 198 △0 

合計 1,365 1,590 225 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

（その他有価証券）  

非上場株式 0 



（１株当たり情報） 

（注）１．当中間会計期間においては、１株当たり中間純損失であるため、潜在株式は存在するものの潜在株式調整

後１株当たり中間純利益金額は記載しておりません。 

   ２．１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日）

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日）

１株当たり純資産額(円) 1,226.35 1,244.85 1,273.68 

   

１株当たり中間（当期）純利益金額 

又は１株当たり中間純損失金額(△)

（円） 

10.48 △11.86 64.94 

   

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額（円） 
10.03 － 62.59 

 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日）

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額 

又は１株当たり中間純損失金額 
     

中間（当期）純利益又は 

中間純損失(△） (百万円) 
259 △302 1,620 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は中間純損失(△） （百万円） 
259 △302 1,620 

期中平均株式数(千株) 24,723 25,477 24,948 

       

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
     

中間（当期）純利益調整額（百万円） 0 － 1 

（うち支払利息等（税額相当額控除

後）） 
(0) － (1) 

普通株式増加数（千株） 1,183 － 956 

（うち新株予約権付社債） (1,183) － (956) 



(2）【その他】 

 平成19年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1）中間配当による配当金の総額            331,741,098円 

(2）１株当たりの金額                   13円00銭 

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日      平成19年12月10日 

(注）平成19年９月30日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを

行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 （1）有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第58期）（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 平成19年６月29日関東財務局長に提出 

 （2）有価証券報告書の訂正報告書 

  （1）の有価証券報告書にかかる訂正報告書            平成19年９月21日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成18年12月15日

株式会社木曽路      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 平  野  善  得   印

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 鈴  木  晴  久   印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社木曽路の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第58期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中

間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社木曽路の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成19年11月30日

株式会社木曽路      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 平  野  善  得   印

  
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 鈴  木  晴  久   印

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社木曽路の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計

算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社木曽路の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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